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◆ （介護予防）短期入所療養介護とは 

○ 短期入所療養介護は、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、介

護老人保健施設等が要介護者を短期間入所させて看護・医学的管理下の介護・機能訓練そ

の他必要な医療と日常生活上の世話を行うことで、療養生活の質の向上と家族の身体的・

精神的負担の軽減を図るものです。対象者は、病状が安定期にあり短期入所療養介護を必

要とする要介護者等です。施設では、利用者の心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・出

張等のため、又は家族の身体的・精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所の必

要がある場合に療養室等でサービスを提供します。サービスは、認知症等の利用者の心身

の状況・病状・希望・医師の診療方針等をふまえて提供されます。 

 

（介護保険法抜粋） 

第８条第１０項 この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者（その治療の

必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。）について、介護老人保健施設、介

護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行

うことをいう。 

 

第８条の２第８項 この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは、居宅要支援者

（その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。）について、介護老人

保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予

防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管

理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことを

いう。 

 

 

1 人員配置基準について 

人員配置基準は、当該施設において適切なサービス提供を確保するため定められたもので

ある。 

このため、人員配置基準欠如に対しては、介護報酬の所定単位数の算定において減算を行

うことにより、人員配置基準欠如の未然防止を図るよう促している。 

 

1-0 共通事項 

(1) 入所者の数【居宅基準条例第5条第2項等】 

人員基準を算定する基礎となる「入所者の数」は、前年度の平均値とする。 

解釈通知…入所者延数を日数で除して算定（小数点第2位以下を切り上げ。）。 

(2) 常勤換算方法【居宅基準条例第5条第1項】 

暦月ごとの（常勤でない）職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤務

すべき時間で除することによって算定する（小数点第２位以下を切り捨て）。 

 

1-1 医師等の基準【居宅基準条例第188条第1項各号等】 

医師、薬剤師、看護職員（看護師及び准看護師）、介護職員、支援相談員、栄養士及び理学

療法士又は作業療法士又は言語聴覚士について、次のとおり。 

 

(1) 介護老人保健施設である短期入所療養介護事業所 

当該事業所の利用者を介護老人保健施設の利用者とみなした場合における当該老人保健

施設として必要な人員数が確保されていること。 

(2) 療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所 
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医療法により当該病院又は診療所に必要な人員数が確保されていること。この場合におい

て、介護職員は、医療法での看護補助者とする。 

(3) 診療所（(2)以外のもの。）である短期入所療養介護事業所 

看護職員及び介護職員について、常勤換算方式で利用者の数が３又は端数を増すごとに1

人。 

夜間における緊急連絡体制を整備し、看護職員又は介護職員を①人以上配置する。 

(4) 介護医療院である短期入所療養介護事業所 

当該事業所の利用者を介護医療院の利用者とみなした場合における当該医療院として必

要な人員数が確保されていること。 

  

介護予防短期入所療養介護の人員基準 

指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防介護短期入所療養介護の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定短期入所療養介護事業

所の人員に関する基準を満たすことをもって、指定介護予防短期入所療養介護事業所の人

員に関する基準を満たしているものとみなす。 

 

介護予防短期入所療養介護の設備基準 

指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合については、指定短期入所療養介護事業所の

設備に関する基準を満たすことをもって、指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に

関する基準を満たしているものとみなす。 
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1-2 人員基準欠如の考え方について 

次のとおり。 

 

1-2-1 人員基準欠如の減算 

人員基準欠如減算の対象職種は、医師、薬剤師、看護職員、介護職員及び介護支援専門員

である。 

※ 看護職員、介護職員の数が人員基準から… 

・ １割を超えて減少した場合は、該当月の翌月から解消月まで 

・ １割の範囲内で減少した場合は、該当月の翌々月から解消月まで（翌月の末日にお

いて人員基準を満たすに至っている場合を除く） 

⇒ 全ての入所者等について所定単位数が７０％に減算となる。 

※ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員の数が人員基準から欠

如した場合は、該当月の翌々月から解消月まで（翌月の末日において人員基準を満たす

に至っている場合を除く） 

⇒ 全ての入所者等について所定単位数が７０％に減算となる。 

※ 看護職員の数が、配置すべき数に100分の２０を乗じて得た数の看護師を置いていな

い場合は、所定単位数の100分の９０に相当する単位数を算定する。 

 

1-2-2 ユニットにおける職員に係る減算 

ある月（暦月）において次のいずれかの基準を満たさない状況が発生した場合に、その

翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、ユニット部分の入所者全員に

ついて、１日につき所定単位数が減算される。 

※ ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。 

 

1-3-1 夜勤職員配置加算 

夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、次の基準を満たすものとして都道府県知事に届

け出た場合について算定できる。 

 

※ 夜勤を行う職員の数は１日平均夜勤職員数とする。 

※ １日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前５時まで

の時間を含めた連続する１６時間をいう。）における延べ夜勤時間数を、当該月の日数

に１６を乗じて得た数で除して算定し、小数点第３位以下を切り捨てる。 

 

1-3-2 夜勤職員基準未満の減算 

夜勤体制について、ある月（暦月）に基準に満たない事態が、「２日以上連続して発生」

あるいは「４日以上発生」した場合、その翌月の全ての入所者等（短期入所療養介護の利用

者の数及び介護老人保健施設の入所者の数の合計数）について所定単位数が減算となる。 

不足の状態が続く場合は、知事は、職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、指定

の取り消しを検討するものとされている。 

 

（基準・本体施設が老健の例） 

夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が次の基準に適合していること。 

・ 利用者等の数が 41 以上の介護老人保健施設の場合 

利用者の数が 20 又はその端数を増すごとに 1 以上、かつ、2 を超えていること。 

・ 利用者等の数が 40 以下の介護老人保健施設の場合 

利用者の数が 20 又はその端数を増すごとに 1 以上、かつ、1 を超えていること。 

 



4 

 

 

２ 運営に関する基準について 

ここでは、事業者において特に留意すべき事項について記載する。施設が遵守すべき運営基

準は、これら以外にもあるので、基準条例、国解釈通知等を確認すること。 

 

2-1-1 虐待の防止【居宅基準条例第 203 条で準用する第 39 条の２等】 

虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、短期入所療養介護従事者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 短期入所療養介護従事者その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施

すること。 

(4) 以上の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

2-1-2 高齢者虐待防止措置未実施減算 

虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を防止するため

の委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合

に、基本報酬を減算する。 

 

2-2-1 身体拘束の適正化【居宅基準条例第 193 条第 4 項から第 6 項等】 

指定短期入所療養介護事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対し身体的拘束等を行ってはならない。 

身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録しなければならない。 

身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月に 1 回以上開催するととも

に、その結果について、短期入所療養介護従事者その他の従事者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

※身体的拘束等の適正化のための指針に盛り込むべき項目 

  ・ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

  ・ 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

  ・ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

  ・ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

  ・ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

 ・ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

  ・ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

 (3) 短期入所療養介護従事者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。 

 

 

2-2-2 身体拘束廃止未実施減算 

身体拘束等を行う場合の記録を行っていない場合、厚生労働大臣が定める基準（居宅基準

条例第193条第6項各号と同じ。）を満たさない場合は、所定単位数から減算する。 

   

2-3 介護サービス提供中の事故発生防止対策【居宅基準条例第 203 条で準用する第 39 条条

等】 

短期入所療養介護事業者は、事故が発生したときは、速やかに市町村、入所者の家族等に連

絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。また、事故の状況及び事故に際して

採った措置について記録すること。 
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2-4-1 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等【居宅基準条例第 202 条において準用する第 31 条

の 2 等】 

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施し、及

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

短期入所療養介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施しなければならない。 

具体的な内容については、厚生労働省ホームページ「介護施設・事業所における業務継続計

画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修」を参照のこと。 

 

2-4-2 業務継続計画未策定減算 

基準条例第３1条の２に規定する基準（計画の策定、研修及び訓練の定期的な実施）を満たさ

ない場合は、その翌月（事実発生が月の初日の場合は、その月）から解消に至った月まで、

当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算する。 

 

2-5-1 入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置【居宅基準条例第 202 条において準用する第 165 条の 2 等】 

当該事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する

取り組みの促進を図るため、当該事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保

及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（次項において「委員会」という。）

を定期的に開催しなければならない。 

 

2-5-2 生産性向上推進体制加算 

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を用いて都道府

県知事に届出を行った場合に加算する。 

 

 

 

※ 厚生労働大臣が定める基準 

(1) 委員会において次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を

定期的に確認していること。 

・ 介護機器を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保 

・ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

・ 介護機器の定期的な点検 

・ 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 

 (2) (1)の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに職員の

負担軽減に関する実績があること。 

 (3) 介護機器を複数種類活用していること。 

 (4) 委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの質の確

保並びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取組を実施

し、」及び当該取組の実施を定期的に確認すること。 

 (5) 事業年度ごとに、(1)、(3)及び(4)の取組に関する実績を厚生労働省に報告するこ

と。 

 

※ (1)に該当し、及び介護機器を活用し、並びにこれらの実績を厚生労働省に報告してい

る場合にも、加算がある。 


